
目

次

告

示

○
包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
行
政
経
営
課
）
…
一

○
二
以
上
の
地
域
県
民
局
の
所
管
区
域
に
わ
た
る
農
林
畜
水
産
業
及
び

自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
地
域
県
民
局
の
指
定

の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
一

○
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
の
特
別
の
展
示
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料

の
額
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
教

育

庁

文

化

財

保

護

課
）
…
一

人
事
委
員
会

○
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
条
第
一
項
の
開
示
請
求
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報

の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
令
和
五
年
度
に
係
る
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

令
和
五
年
四
月
一
日

二

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

髙
橋

政
嗣

青
森
市
古
川
一
丁
目
一
〇
の
二

三

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用

１

額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
の
額
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
。

２

支
払
方
法

費
用
の
一
部
に
つ
い
て
概
算
払
を
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

平
成
十
九
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号
（
二
以
上
の
地
域
県
民
局
の
所
管
区
域
に

わ
た
る
農
林
畜
水
産
業
及
び
自
然
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
地
域
県
民
局
の
指
定
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

県
営
中
畑
揚
水
機
場
地
区
広
域
農
業
用
水
適
正

管
理
対
策
事
業
に
関
す
る
事
務

中
南
地
域
県
民
局

西
北
地
域
県
民
局

西
北
地
域
県
民
局

県
営
廻
堰
揚
水
機
場
地
区
広
域
農
業
用
水
適
正

管
理
対
策
事
業
に
関
す
る
事
務

中
南
地
域
県
民
局

西
北
地
域
県
民
局

西
北
地
域
県
民
局

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

青
森
県
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
三
十
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
号
）
別
表
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
き
、
三
内
丸
山
遺
跡
セ
ン
タ
ー
の
特
別
の
展
示
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額
を
次

の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
八
号

令
和
五
年四

月
一
日

（
土
曜
日
）



区

分

金
額
（
一
回
に
つ
き
）

特
別
展
「
三

内
丸
山
と
ヒ

ス
イ
」
の
観

覧

個
人

高
等
学
校
生
徒
、
中
等
教
育
学

校
後
期
課
程
生
徒
及
び
学
生

四
百
円

一
般

八
百
円

団
体
（
二
十

人
以
上
の
も

の
に
限
る
。）

高
等
学
校
生
徒
、
中
等
教
育
学

校
後
期
課
程
生
徒
及
び
学
生

一
人
に
つ
き
三
百
二
十
円

一
般

一
人
に
つ
き
六
百
四
十
円

特
別
展
「
三

内
丸
山
と

漆
」
の
観
覧

個
人

高
等
学
校
生
徒
、
中
等
教
育
学

校
後
期
課
程
生
徒
及
び
学
生

四
百
五
十
円

一
般

九
百
円

団
体
（
二
十

人
以
上
の
も

の
に
限
る
。）

高
等
学
校
生
徒
、
中
等
教
育
学

校
後
期
課
程
生
徒
及
び
学
生

一
人
に
つ
き
三
百
六
十
円

一
般

一
人
に
つ
き
七
百
二
十
円

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
告
示
五
第
一
号

平
成
十
八
年
五
月
十
七
日
人
事
委
員
会
告
示
十
八
第
一
号
（
青
森
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十

条
第
一
項
の
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
直
ち
に
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情

報
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社
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週
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・
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行

定
価
小
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一
枚
ニ
付
十
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円
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